
令 和 ６年 ４月 １日 付 け人 事 異 動 方 針  

 

１  防 災 意 識 や 災 害 に 対 す る 備 え を 一 層 進 め る た め に 、 防 災

危 機 対 策 室 長 及 び 職 員 を 任 期 付 き 職 員 と し て 任 用 す る 。  

 

２  下 水 道 事 業 に お け る コ ン セ ッ シ ョ ン 方 式 に よ る 事 業 の 継

続 、 及 び 令 和 ６ 年 度 か ら 水 道 事 業 が 厚 労 省 か ら 国 交 省 へ 移

管 さ れ る こ と を 踏 ま え 、 国 交 省 か ら の 職 員 派 遣 を 継 続 す る 。  

 

３  国 の 水 産 基 本 計 画 と 一 体 と な っ て 三 浦 市 水 産 業 の 更 な る

発 展 の た め 、 水 産 庁 と の 人 事 交 流 を 継 続 す る 。  

 

４  市 営 住 宅 跡 地 の 利 活 用 に つ い て 、 迅 速 か つ 適 正 な 対 応 が

図 れ る よ う 新 た な 担 当 部 長 を 配 置 す る 。  

 

５  定 年 延 長 に 係 る 役 職 定 年 制 に よ り 、 管 理 監 督 職 か ら 降 任

し た 職 員 を 「 特 任 主 査 」 と し 、 長 年 培 っ て き た 経 験 や 知 識

等 を 最 大 限 に 活 用 で き る 配 置 を 行 う 。  

 

６  海 業 推 進 の 柱 の 一 つ で も あ る 海 洋 教 育 の 推 進 に さ ら に 取

り 組 む た め 、 人 員 配 置 の 充 実 を 図 る 。  

 

７  若 手 職 員 に つ い て は 、 能 力 ・ 資 質 の 向 上 、 業 務 適 性 の 把

握 を 図 る た め 、 人 事 異 動 の 標 準 的 な 期 間 を 原 則 ２ 年 と し て 、

勤 務 年 数 ・ 在 課 年 数 を 考 慮 し た 計 画 的 な 配 置 転 換 を 行 う 。  

 

８  在 課 年 数 が 長 期 と な る 職 員 に つ い て は 、 組 織 の 活 性 化 や

新 た な 分 野 の 経 験 に よ り 職 員 個 人 の 成 長 を 促 す た め 、 積 極

的 な 配 置 転 換 を 行 う 。  


